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〔論文審査の要旨〕 (Summary of the Dissertation Evaluation) 

 

 本論文は，中世南九州，とりわけ大隅正八幡宮と台明寺を対象とし，宗教史の観点から，寺社と

地域社会の関係性について具体的に検討したものである。 

 

 論文の構成は、次のとおりである。 

序論では，問題の所在を明らかにした。中世南九州における宗教実態と，民衆と寺社の多様なあり方

について考察するとした。 

 

第１部第一章では，総論として，起請文等の神文に見える八幡信仰や，南九州での八幡神社のあり方

等を概観した。 

第二章では，全国の「正八幡」について，大隅正八幡宮とどのような関係にあるのか検討した。 

第三章では，石清水八幡宮寺が別宮である正八幡宮をどのように支配したのか，その全体像を明らか

にした。補論一では，石清水八幡宮寺が南九州三ヶ国の別宮・荘園をどのように支配したのか，その支

配の特質を掘り下げた。補論二では，石清水八幡宮寺の宿坊「泉坊」を取り上げ，関連史料を検討し，

中世後期から近世前半までの石清水八幡宮寺と島津氏との関係の一端を素描した。 

第四章では，正八幡宮と鹿児島湾に浮かぶ桜島との古代・中世における関係史を概観し，桜島の置か

れた歴史的特質を明らかにした。 

第２部第一章では，曽於郡に鎮座した台明寺について，成立から発展の過程を論じた。第一節では，

成立期の台明寺について考察した。第二節では，寺僧集団について考察した。第三節では，寺領構造に

ついて考察した。第四節では，祈禱寺院としての台明寺の性格変化を，時代毎に跡づけた。第五節で

は，国分寺との関わりについて考察した。 



第二章では，原本調査の成果をもとに「台明寺文書」について考察した。補論一では，台明寺文書に

散見される「止上居取」について，その語義と現在に至るまでの変遷を史料に基づきながら考察した。 

結論では，本論で明らかにした成果を，中世大隅国の歴史過程の中に位置付けた。最初に，中世前期

の大隅国全体の宗教構造を，正八幡宮・台明寺・国分寺と国衙を中心に再確認した。次に，正八幡宮を

中心にした宗教的空間について考察した。続いて，九州五所別宮体制について論じた。最後に，残され

た課題について言及した。 

審査においては、八幡信仰・八幡社の実態や大隅正八幡宮と台明寺の関係，台明寺と国衙・国分寺と

の繋がり，そして石清水八幡宮の九州八幡社に対する支配秩序とも言える「九州五所別宮体制」などに

ついて，さまざまな質問が出され，栗林氏が回答した。 

 

本論文は，廃仏毀釈により多くの古文書・古記録が失われるなど，恵まれない史料環境の中で精力的

に史料調査を実施し，中世南九州における宗教状況について大隅国の正八幡宮と台明寺を通して具体的

に明らかにし，石清水八幡宮寺や島津氏との関係，地域社会において寺社の果たした役割について論じ

た好論であることを審査委員全員が認め，合格と判定した。 

 

本論文は，次の３点で高く評価できる。 

１．中世南九州における宗教関係資料を博捜し，丹念な分析をおこなっている。 

２．大隅正八幡宮と台明寺の人的交流（行賢ほか）を明らかにした。 

３．台明寺が創建当初から国衙と関係が深く，霊窟から寺院に発展した過程を明らかにした。 

 

以上，審査の結果，本論文の著者は博士（文学）の学位を授与される十分な資格があるものと認

められる。 
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